
【所得税の申告書作成での変更画面】 

○ 税務署への提出方法の選択画面 

提出方法を視覚的に選択できるようにしました。 

 



○ 給与所得の入力画面 

年末調整済みの源泉徴収票と年末調整済みでない源泉徴収票について、それぞ

れの入力するをクリックして入力します。 



＜年末調整済みの源泉徴収票の入力＞ 

 

年末調整済みの源泉徴収票を入力する画面です。 

金額の入力のほか、質問に答えることで必要に応じて

入力欄が表示されます。 

入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

 

 



「⑦生命保険料の控除額の記載」ではいを選択した場合、各種保険料の金額の

入力欄が表示されます。 

「⑬地震保険料の控除額の記載」ではいを選択した場合、各種保険料の金額の

入力欄が表示されます。  



「⑮住宅借入金等特別控除の額の記載」ではいを選択した場合、源泉徴収票に

記載された住宅借入金等特別控除に関する事項を入力する欄が表示されます。 

 

 

「⑰本人が障害者、⑱寡婦・寡夫、⑲勤労学生のいずれかの記載」ではいを選

択した場合、「⑰本人が障害者」についてはプルダウン、「⑱寡婦・寡夫、⑲勤労

学生」についてはそれぞれ記載の有無に関する質問が表示されます。 

 

  



＜年末調整済みでない源泉徴収票の入力＞ 

年末調整済みでない源泉徴収票を入力する画面です。 

源泉徴収票のイメージを参考に入力します。 

複数の年末調整済みでない源泉徴収票がある場合は、続けてもう 1 件入力をク

リックして入力を続けます。 

全ての年末調整済みでない源泉徴収票の入力が終了したら、入力内容の確認を

クリックします。 

 

  



＜入力内容の確認画面＞ 

給与所得の入力内容を確認します。 

年末調整済みでない源泉徴収票で入力していないものがある場合は、別の源

泉徴収票を入力するをクリックして入力します。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックして給与所得の入力を終了し

ます。 

 

 



○ 公的年金等の入力画面 

入力するをクリックして、公的年金等の源泉徴収票を入力します。 

公的年金等の源泉徴収票を入力する画面です。 

金額の入力のほか、質問に答えることで必要に応じて入力欄が表示されます。 

入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。  



「支払者は厚生労働省ですか？」ではいを選択すると、「⑥支払者」欄の所在地、

名称が自動で入力されます。 

支払金額の記載がある区分に応じて、「①法 203 条の３第１号適用分の入力」

から「④法 203 条の３第４号適用分の入力」をチェックします。チェックした項

目について、支払金額欄と源泉徴収税額欄表示されますので、源泉徴収票に記載

された金額を入力します。 

また、「⑤社会保険料の金額」に記載がある場合は、その金額を入力します。 

複数の公的年金等の源泉徴収票がある場合は、続けてもう 1 件入力をクリック

して入力を続けます。 

全ての源泉徴収票の入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

  



＜入力内容の確認画面＞ 

公的年金等の入力内容を確認します。 

入力していない公的年金等の源泉徴収票がある場合は、別の公的年金等を入

力するをクリックして入力します。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックして公的年金等の入力を終了

します。 



○ 雑（その他）所得の入力画面 

公的年金等以外の雑所得について、入力するをクリックして入力します。 

なお、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金（保険年金）がある場合は、

「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金（保険年金）の受給がありますか？」

の質問ではいをクリックすると入力欄が表示されます。 

 

  



＜入力内容の確認画面＞ 

公的年金等以外の雑所得を入力する画面です。 

収入金額等を入力し、他に入力する公的年金等以外の雑所得がある場合には

続けてもう 1 件入力をクリックして入力を続けます。 

全ての公的年金等以外の雑所得の入力が終了したら、入力内容の確認を  

クリックします。 

種目はプルダウンから選択します。その他を選択した場合は入力欄が表示され

ます。  



 

公的年金等以外の雑所得の入力内容を確認します。 

入力していない公的年金等以外の雑所得がある場合は、別の雑（その他）所得

を入力するをクリックして入力を続けます。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックして公的年金等以外の雑所得

の入力を終了します。 

 



○ 雑損控除、災害減免額の入力画面 

損害に関する事項を入力します。 

e-Tax で提出する場合は、「り災証明書等の内容入力」が表示されますので、

入力するをクリックして入力します。り災証明書等の内容を入力して申告書を

送信することで、り災証明書等を税務署への別途提出を省略できます（自宅等で

５年間保管する必要があります。）。 

 

 

  



＜損害の原因が災害の場合の入力画面＞ 

損害の原因が災害の場合には、災害が東日本大震災であるかの質問と「差引損

失額(A-B)のうち災害関連支出の金額」に関する入力項目が表示されます。 

災害関連支出がある場合には、入力するをクリックして入力します。 

  



災害関連支出の詳細を１件ずつ入力します。 

他に入力する災害関連支出がある場合には続けてもう 1 件入力をクリックし

て入力を続けます。 

全ての災害関連支出の入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

 

雑損控除の入力画面に戻ると入力内容の一覧が表示されます。 

「差引損失額(A-B)は、住宅又は家財について受けた損失で、その住宅や家財

の価額（時価）の 1/2 以上の金額ですか？」の質問に答えます。 

 

 

  



＜り災証明書等の入力画面＞ 

り災証明書等に記載された証明年月日、証明書の名称、証明者の名称（発行機

関名等）を入力します。 

複数のり災証明書等がある場合は続けてもう１件入力をクリックして入力を

続けます。 

全てのり災証明書等の入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

 

雑損控除の入力画面に戻ると入力内容の一覧が表示されます。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックします。 

 



○ 社会保険料控除の入力画面 

社会保険料を入力します。 

給与所得の入力画面や公的年金等の入力画面で入力した社会保険料が画面上

部に表示されます。 

源泉徴収票に記載のない社会保険料について、入力するをクリックして入力

します。 

 

  



社会保険料の種類ごとに入力します。 

複数の社会保険料がある場合は続けてもう１件入力をクリックして入力を続

けます。 

全ての社会保険料の入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

 

社会保険料の種類はプルダウンから選択します。  



＜入力内容の確認画面＞ 

社会保険料控除の入力画面に戻ると入力内容の一覧が表示されます。 

入力していない社会保険料がある場合は、別の社会保険料を入力するを  

クリックして入力を続けます。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックします。 



○ 小規模企業共済等掛金控除の入力画面 

小規模企業共済等掛金控除について、掛金ごとに金額を入力します。 

入力が終了したら、次へ進むをクリックします。 

 



○ 寡婦、寡夫控除の入力画面 

寡婦、寡夫控除の入力画面です。 

まず、性別を選択します。 

 

性別を選択すると入力項目が表示されます。 

選択が終了したら次へ進むをクリックします。  



 

選択した内容から、寡婦、寡夫控除額が計算され、控除額が表示されます。 



○ 勤労学生控除の入力画面 

申告される方が勤労学生に該当する場合は、学校名等を入力し、次へ進むをク

リックします。 



○ 障害者控除の入力画面 

申告される方が障害者に該当する場合は、障害者の区分を選択し、次へ進むを

クリックします。 

申告される方以外の方が障害者に該当する場合は、この画面ではなく、次の画

面で入力します。 

・ 配偶者の方が障害者 

「配偶者（特別）控除の入力」画面 

・ 扶養親族の方が障害者 

「扶養控除の入力」画面 

 

 



○ 配偶者（特別）控除の入力画面 

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合に、配偶者の氏名や所得金

額等を入力します。 

配偶者の方が障害者に該当する場合は、「配偶者の障害者の該当」のプルダウ

ンから同居特別障害者、同居以外の特別障害者、上記以外の障害者のいずれかを

選択します。 

入力が終了したら次へ進むをクリックします。 

 



○ 扶養控除の入力画面 

扶養控除の適用を受ける場合に、入力するをクリックし、扶養親族の氏名や所

得金額等を入力します。 

入力が終了したら次へ進むをクリックします。 

  



扶養親族の情報を、一人ずつ入力します。 

扶養親族の方が障害者に該当する場合は、「障害者の該当」のプルダウンから

同居特別障害者、同居以外の特別障害者、上記以外の障害者のいずれかを選択し

ます。 

他に入力する扶養親族がいる場合には続けてもう 1 人入力をクリックして入

力を続けます。 

全ての扶養親族の入力が終了したら、入力内容の確認をクリックします。 

 

なお、年末時点で 16 歳未満となる方は扶養控除の対象とはなりませんが、入

力した内容は住民税に関する事項として情報が引き継がれます。  



＜入力内容の確認画面＞ 

扶養控除の入力画面に戻ると入力内容の一覧が表示されます。 

入力していない扶養親族がいる場合は、別の扶養親族を入力するをクリック

して入力を続けます。 

内容に誤りがない場合は、次へ進むをクリックします。 

 



○ 住所氏名等入力画面 

納税方法、還付金額の受取方法、納税地、氏名等に関する情報を入力する画面

です。入力が終了したら、次へ進むをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜納税方法に関する入力部分＞ 

振替納税を利用されている場合には、登録されている振替納税利用金融機関が

表示されます。 

なお、書面での提出を選択されてる場合や振替納税の利用申請の入力が間に合

わなかった場合には、振替納税利用金融機関が表示されないことがあります。 



なお、転居などで確定申告書の提出先税務署が変わった方で引き続き振替納税

を利用される場合には、新たな提出先となる税務署に、改めて振替依頼書の提出

が必要となりますのでご注意ください。 

納付税額が 30 万円以下の場合は、ＱＲコードを利用したコンビニ納付を   

ご利用いただけます。ご利用の場合は納付用 QR コードを作成するをクリックし、  

□にチェックをいれます。 

 

 

還付の場合は、還付金額が表示されます。 

受取方法を選択すると、入力欄が表示されますので、金融機関名等を入力しま

す。 

  



＜納税地情報、申告書を提出する税務署に関する入力部分＞ 

住所等を入力します。 

郵便番号を入力し、郵便番号から住所入力をクリックすると、都道府県、市区町村が選

択され、町名・番地欄に町名等が表示されますので、番地等を入力します。 

また、郵便番号から提出先税務署が判別できる場合には、申告書を提出する税務署の提

出先税務署欄が自動で選択されます。 

 

 

 

  



＜氏名等に関する入力部分＞ 

氏名等を入力します。 

世帯主の氏名欄でご自身が世帯主をクリックすると、氏名（漢字）欄の内容が

表示され、世帯主からみた続柄欄に本人と表示されます。 

入力が終了したら、次へ進むをクリックします。 

 

 



○ マイナンバーの入力画面 

申告される方や配偶者、扶養親族のマイナンバーを入力します。 

入力が終了したら、次へ進むをクリックします。 

 

提出方法が「e-Tax で提出」（マイナンバーカード方式又 ID・パスワード方式）

の場合は、送信前の申告内容確認画面が表示されます。 

提出方法が「印刷して提出」の場合は、申告書等印刷画面が表示されます。 

 

 

上記のすべての画面は開発中のため、実際の画面とは異なる場合があります。 


